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中央環境審議会 

  会長 武内 和彦 殿 

 

 

環境大臣  原田 義昭 

 

 

 

国立公園事業の決定、廃止及び変更について（諮問） 

 

 

自然公園法（昭和 32 年法律第 161 号）第９条第１項及び同条第５項において準用

する同条第１項の規定に基づき、別添のとおり下記国立公園に関する公園事業の決定、

廃止及び変更について、貴審議会の意見を求めます。 

 

 

記 
 
 

・大雪山国立公園    ・支笏洞爺国立公園   ・三陸復興国立公園     

・磐梯朝日国立公園  ・日光国立公園     ・富士箱根伊豆国立公園    

・中部山岳国立公園  ・上信越高原国立公園   ・瀬戸内海国立公園 

・大山隠岐国立公園  ・雲仙天草国立公園   ・奄美群島国立公園 

・やんばる国立公園    ・慶良間諸島国立公園 

 
以上、14 公園 


